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埼玉県社会福祉法人社会貢献活動推進協議会について

埼玉県内の社会福祉法人（施設・社協）が協働して、地域住民

の困難な福祉課題の解決のための支援を行うなど、公益的な事業を行

い、社会福祉法人の役割や使命を果たすことを目的として平成２６

年６月に設立された団体 。 （全国で３番目）

【構成団体（１２団体）】

埼玉県社会福祉法人経営者協議会/埼玉県老人福祉施設協議会/埼玉県乳児施設協

議会/埼玉県母子生活支援施設協議会/埼玉県保育協議会/埼玉県児童福祉施設協

議会/埼玉県発達障害福祉協会/埼玉県救護施設連絡協議会/埼玉県身体障害者施

設協議会/埼玉県セルプセンター協議会/埼玉県精神障害者社会福祉事業所運営協

議会/埼玉県市町村社協連絡会

※各種別協議会に加え、市町村社協も構成団体であり、“オール社会福祉法人”で取り組んでいる。
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推進協議会 設立までの経緯

（１）社会福祉法人による社会貢献活動に関する打合せ会議（H25.2）

（２）社会福祉法人による新たな社会貢献活動を具体化するため、
検討委員会及び作業部会の開催

・先進地視察の実施 （大 阪：生活困窮者レスキュー事業
神奈川：かながわライフサポート事業）

・啓発セミナー・会議等の実施

（３）埼玉県社会福祉法人社会貢献活動推進協議会の発足

『彩の国あんしんセーフティネット事業』を行うため、県内の各施

設種別協議会及び市町村社協連絡会を構成員とした「埼玉県社会

福祉法人社会貢献活動推進協議会」を発足し、運営委員会及び幹事

会を設立した。 （H２６.６）
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推進協議会 会員法人・施設数（R4.８時点）

施設種別 施設・社協数

老人福祉施設 129

障害者福祉施設 44

保育所、児童養護施設、
母子生活支援施設、救護施設

60

市町村社会福祉協議会 61

合 計 294

○ 参加施設・社協 214法人 、233施設・61社協

※埼玉県内873法人のうち24.5％
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推進協議会 実施体制

・運営委員会 【年３回程度】
１８名 （会長１名、副会長２名、委員１５名）
※各種別協議会 会長 他

・幹事会 【年５回程度】
１０名 （幹事長１名、副幹事長１名）
※各種別協議会からの推薦により構成。幹事長・副幹事長含む４名は運営委員兼務。
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推進協議会 実施事業

彩の国あんしんセーフティネット事業（H26.9～）

制度の狭間で困窮している方や地域で孤立している方のセーフ
ティネットとして、埼玉県内の社会福祉法人が協働し、社会貢献活動
としての相談支援業務を実施。

彩の国あんしんセーフティネット事業 就労支援（H29.7～）

複合的な課題を抱える一般就労が難しい相談者に対して、社会福
祉法人が相談者に合わせたきめ細やかな就労訓練メニューを提供す
るとともに、相談の場の提供をし、相談者をサポートする。

衣類バンク事業（H30.4～）

保育所を中心に、保護者や地域住民から新品・未使用品の子ども
の衣類を収集し、衣類を必要とする世帯に対して、無償で衣類を届
ける事業。
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社会福祉法人が拠出した基金による事業運営

事業に必要な資金は、事業に参加する社会福祉法人施設・社協から
社会貢献活動会費として、毎年度拠出。

公費や補助金は一切投入されず、社会福祉法人が拠出した基金のみ

で事業を運営している （現物給付支援にも充当）。

○拠出額（例）

特別養護老人ホーム 定員数 × 5,000円

障害者支援施設 定員数 × 5,000円

保育所 1施設あたり 20,000円

【R3決算】
収入 ： 55,253,130円 （会費収入 52,521,000円他）

支出 ： 55,253,130円 （現物給付 4,735,930円
拠点施設負担金等 16,389,794円他）
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彩の国あんしんセーフティネット事業について
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事業の趣旨・目的

➢ 生活困窮等の新たな福祉課題に対応するために、埼玉県内の

社会福祉法人による社会貢献活動として、相談支援事業を実施。

➢ 総合相談を行い、利用可能な制度の紹介や支援機関への橋渡し

を行うとともに、逼迫した状況の場合は経済的援助（現物給付）を

行い、生活困窮者の自立を支援。
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彩の国あんしんセーフティネット事業の特徴

＜経済的支援を伴う総合生活相談の実施>

➢ 訪問活動（アウトリーチ）によって、積極的な相談支援を行い、
利用可能な制度の紹介や支援機関への橋渡しを行う。

➢ 会員施設の担当相談員、拠点施設の社会貢献支援員が
関係機関（自立相談支援機関・社協・行政等）の職員と協働して
支援を行う。

➢ 逼迫した状況の場合、施設長の判断により１０万円を限度に
経済的援助（現物給付）を行う。

➢ 施設・社協が保有する専門性、設備、機能を生かした支援ができる。
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拠点施設・社会貢献支援員の配置

県内を４ブロックに分割し、各ブロックに拠点施設を設置。

１名ずつ社会貢献支援員を配置。

【第２ブロック拠点施設】
社会福祉法人崇徳会
高齢者総合ケアセンターマザーアース
（ふじみ野市）

【第１ブロック拠点施設】
社会福祉法人名栗園

総合ケアセンターリバー・イン
（川口市）

【第３ブロック拠点施設】
社会福祉法人松仁会
養護老人ホーム熊谷ホーム（熊谷市）

【第４ブロック拠点施設】
社会福祉法人久喜同仁会

介護老人福祉施設鶴寿荘
（久喜市）



ロゴまたは名前をここに逼迫した状況の相談が日々寄せられています。困りごとが複数ある方もいます。

持病があるが、病院に
行くお金もない。服用
していた薬も切れてし
まい、ここ数日体調を
崩している。食べるも
のもほとんどない。

電気とガス代を滞納し
ている。明後日には電
気を止めるとの通知が
来てしまった。手持ち
金もほとんどない。

明後日から日払いの仕
事が始まるが、明日、
家賃を払わないと、強
制退去をするようにと
言われている。

相談内容（例）
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相談支援の流れ

社会貢献支援員・会員施設相談員・
市町村社協の職員等が相談者宅へ訪問
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彩の国あんしんセーフティネット事業 相談支援実績①

（H26.９～R４.7）（１）支援件数・現物給付額

平成２６年度～
令和２年度

（H26.9～R3.3）
令和3年度

令和４年度
（R4.7まで）

合 計

相談支援
件数

２，６１２件 ３２２件 １０１件 ３，０３５件

現物給付
件数

１，９５３件 １７６件 ６５件 ２，１９４件

現物給付
額

５３，６３６，５３６円 ４，５９４，９３０円 １，５５３，１３５円 ５９，７８４，６０１円

（２）相談者の年代

21 
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662 650 

430 
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彩の国あんしんセーフティネット事業 相談支援実績②

（H26.9～R4.7）

食材

27.6%

光熱水費

31.2%

住居関係

7.5%

日用品費

6.1%

交通費

7.8%

医療費

4.5%

携帯電話・通信費

1.3%

その他

14.1%

高齢

11.3%

児童

2.0%

ひとり親

5.9%
身体障害

2.5%

知的障害

1.6%

精神障害

7.0%
ＤＶ

1.4%

虐待

1.1%

多重債務

9.6%
失業

22.7%

低所得

17.3%

傷病

8.1%

ホームレス

0.7%

外国人

0.1%

その他

8.7%

（３）紹介経路

市町村社会福祉協議会、自立相談支援機関、行政、地域包括支援セ

ンター、社会福祉施設 等

（４）相談者の状況 （５）現物給付の内容

※「外国人」は令和４年度より集計開始 ※「携帯電話・通信費」は令和２年度より集計開始

それまでは「その他」で集計
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相談支援事例

これまで年金と貯金を取り崩しながら生活していましたが、手持ち金がなく、食べるもの

がなく困っていました。
年金が少額で生活が苦しい様子であったため、生活保護申請に向けた情報提供を行い、
食料品の現物給付を行いました。
Aさんは地域との交流がほとんどないことが分かり、民生委員による定期的な自宅訪問
を提案しました。関係者で支援後もゆるやかに見守りを行い、１か月後には生活保護を受給
し、安定した生活につなげることができました。

これまで就労収入と児童手当等で生活していましたが、欠勤があり、通常の月よりも収入が
少なく、生活が苦しいとのことでした。
Bさんは勤務に必要な携帯電話代やガス代の滞納があり、支払わなければ止められてしまう
と心配していました。
次回給与の振込までは、２週間程期間が空いてしまうことや、子どもを抱える世帯でのガス
の停止は、 生活に大きな影響を与えてしまうことから、携帯電話代とガス代の現物給付を行
いました。

Aさん（７０代 １人暮らし）

Bさん（子ども３人 ひとり親）
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食料支援の実施（R2～）

内容 数

第１回（４月) レトルトカレー ４，６８０食

第２回（７月) レトルト牛丼 ３，３００食

第３回（９月) パックご飯（5食入り） ３，３５０食

第４回（１２月） インスタント袋麵（5食入り） ８，８００食

第５回（2月） レトルト牛丼 ３，３００食

合計 ２３，４３０食

ヵ所

１ 貸付の相談者など生活にお困りの方 ６５

２ セーフティネット事業の相談者 ５０

３ 施設・事業所の利用者 ３３

４ 他施設・社協・関係機関への送付 ２０

５ その他（子ども食堂、フードパントリー等） ３４

＜主な活用先＞ ※R3送付先１２７ヵ所のうち回答１２５ヵ所(複数回答あり）。

コロナ禍で生活にお困りの世帯が急増していることから、基金を活用し、
セーフティネット実施施設や社協、自立相談支援機関等に食料を送付。
各施設・機関を通じて生活にお困りの方に食料をお渡ししています。

回数 内容 量

第１回（4/28.30) さんま缶詰 約15,40０個

第２回(4/28.30) カップうどん・牛丼・パックごはん 約15,600個

第３回(5/20・.25) かけうどん 約4,700個

第４回（8/12） レトルトカレー 約4，800個

第５回（１２/４） レトルト親子丼の具 約4，800個

合計 約45，300個

＜令和２年度＞ ※自立相談支援機関へも送付

＜令和３年度＞ ※支援を会員に限定し、希望した１２７ヵ所へ送付

R4は年３回実施予定です
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彩の国あんしんセーフティネット事業 就労支援について
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〇 不安定な就労のため、経済的な自立に至らない方

〇 今まで働く機会を持てず、働く自信がない方

〇 高齢や傷病のため、働きたくても働けない方

就労支援を始めた背景

働くことに課題を抱えている相談者の存在

平成２８年度検討、平成２９年度から開始
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＜概要＞
相談者の状況や希望に合わせて、社会福祉法人が短期就労体験等の受け入
れを行い、働く場（相談者一人一人の事情に配慮した働きやすい職場）、相談の
場（職場で生じる悩みや戸惑いを丁寧に受け止める場）を提供し、きめ細やか
な支援を実施。
（作業の例）
○洗濯物たたみ
○施設内掃除（掃除機、モップ掛け、浴室清掃、窓掃除等）
○外回り掃除（落ち葉はき、草むしり、雪かき、排水溝清掃、車いす掃除、洗車等）
○利用者へのお茶出し、話し相手
○シーツ交換

＜対象＞
彩の国あんしんセーフティネット事業や自立相談支援機関、福祉事務所等に相談
があった方、働くことについて相談したい方、サポートを受けたい方

ー これまで就労支援を利用した方 ー
・両親の年金で生活し、ひきこもりをされていた方（８０５０問題）

・病気などを理由に、会社を辞めてから長年のブランクがある方 など

彩の国あんしんセーフティネット事業 就労支援の開始

実施施設：３５施設
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① 相談者の状況に合わせた無理のない就労体験

体験内容は希望や状態に合わせて、施設内で調整しています。

② 就労支援を通してステップアップ

どのような体験から始められるか一緒に考え、進めていきます。
就労体験を通して、相談者が潜在的に抱えていた課題が見えてくることが
あります。 就労支援を機に、医療機関の受診や障害福祉サービスの利用など、
より適切な支援につながった事例もあり、就労体験自体に「アセスメント」とし
ての役割もあります。

就労支援の特徴

生活困窮者自立支援制度の認定就労訓練
事業の枠組みを用いながら、推進協議会独
自の取り組み（短期就労体験）を加え、相談者
本人の希望や状態に配慮しながら、ステップ
アップを目指しています。

事務局（県社協）に就労支援専門員を配置しています。

関係機関と就労支援実施施設をつなぎ、円滑に体験ができるようサポートします。
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支援実績及び事例

Cさんは、1人暮らしの５０代です。高校卒業後、アルバイト経験もなく未就労でした。

体力面も含め、すぐに働き始める自信がないとのことで、体験を通して時間通りにきちん

と仕事ができるか確認をすることになりました。 週３日、１日４時間施設内の清掃やシーツ

交換等を行い、２ヶ月の体験を終了しました。途中から自転車で４０分かけて通うことになっ

たため、自然と体力もつきました。

この体験によって働くことへの自信を持つことができ、就職活動に前向きになったことや

自立相談支援機関としても本人が十分働けるということがみられたことから、就労支援員も

入り就職活動を行い、一般企業への就職が決定しました。

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２
R3～
R4.７末

累計

就労支援件数 15件 39件 40件 7件 0件 101件

就労支援者数 11名 35名 36名 7名 0名 89名

就労支援日数 232日 572日 517日 163日 ０日 1,484日

1人あたりの訓練日数 21.1日 16.3日 14.4日 23.3日 ０日 16．6日

＜支援実績＞

＜事例＞

※令和２年４月から新規相談受付を停止しておりましたが、令和４年７月１日から再開しました
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衣類バンク事業について
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〇 児童分野での取り組み強化

〇 会員数の増加を目指す

衣類バンク事業を始めた背景

社会福祉法人として地域のためにできること

平成28年度から検討開始、平成３０年４月からモデルで実施、
１２月から本格実施



ロゴまたは名前をここに 25

衣類バンク事業について

（１）概要

保育施設を中心に、新品・未使用品の子どもの衣類（新生児～小学生高学
年：５０ ～１６０㎝）を収集し、子どもの衣類を必要としている世帯に無償で
提供する事業。

実施施設は、衣類を収集･保管･事務局へ発送するとともに衣類を必要と
する世帯の把握に努めている。

（２）しくみ （３）支援実績

実施施設：４３施設

Ｈ３０～R3 Ｒ４.7末 累計

件数 1,137件 120件 1,257件

人数 1,849名 192名 2,041名

支援点数
（平均）

3.3点 6.5点 3.6点
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子ども２人（１５歳、２歳）の母子世帯
生活保護の申請を行い、就労先も決まったが、手持ち金がなく困窮される。児童
扶養手当支給までのつなぎで、フードバンクより食料支援、２歳のこどもの夏服が
足りないとのことであったため、衣類バンク事業から衣類４着支援した。

子ども２人（６歳、０歳）を抱える低所得世帯
父は低所得で、母も子供が小さくて働けないため、経済的に困窮されていた。

優先順位の高いもの（食料・ライフライン等）から支出し、子ども２人の衣類を衣
類バンク事業から７着支援した。

就職先が決まった外国人・母子世帯
自立の家計相談支援員からつながる。就労先が決まったが、子どもを保育園に通
わせるために必要な着替えがないとのことであった。子ども２人分の衣類を１０着
支援し、保育園へ通わせることができた。

交換サイクルの早い子供の衣類は家計の負担にもなりやすいため、衣類バンクを
活用することで家計の負担が軽減される効果が見込めます

衣類バンク事業支援事例

26
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課題と今後の取り組みについて
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課題と取り組み

〇会員拡大

〇相談支援件数の停滞

〇推進協議会や各事業の
周知

〇関係機関との連携

・ 市町村訪問（R４）

☆ 関係機関用利用ガイドの
作成/配付（R2～R3）

☆ ホームページの充実、
会報「ツナグ通信」（R3～）

☆ 文房具支援（R4）

・ 衣類バンク事業PR動画（R4）

・ （衣類バンク事業）企業等への
衣類寄付の働きかけ

等

<課題> <取り組み>
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取り組み①

☆ 関係機関用利用ガイドの作成/配付（R2～R3）

※令和4年度市町村訪問時にも活用しています

作成経緯
・柔軟な対応が可能というメリットがある反面、
どのような場合に利用できるか分かりにくいという意見
・関係機関等の理解度の違いにより、市町村によって
本事業の利用件数にばらつきが生じている

事業概要や本事業へつなぐ場合の支援イメージ、

相談支援事例を紹介することで、関係機関向けに

本事業の理解を促進し、必要としている方々へ支

援を届けるために作成
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取り組み②

☆ ホームページの充実、会員向けニュースレター「ツナグ通信」の発行

令和元年度開設。
事業概要等掲載しています。

令和３年９月より、毎月１
回発行。研修概要や衣類
バンク事業利用者の声等
を会員へ報告しています。
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取り組み③

☆ 学習支援やフードパントリー等を利用する子ども（世帯）へ文房具支援

（R４）

学習支援やフードパントリー等を利用する子ども（世帯）の学びを支援する
とともに、推進協事業及び社会福祉法人の周知を図るため、学習支援やフー
ドパントリー、市町村社協等を通じて文房具を配付。

〇実施時期
令和４年７月に県域ネットワークの拠点等に送付。
各団体を通じて子どもたち（世帯）へのお渡しいただいた。

〇配付物
推進協議会チラシ+消しゴム（2種類） 約２５，０００セット

チラシを見た方から、
事業への問い合わせを
いただいています。
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今後の展望

〇 社会福祉法人の参加の促進

各種別協議会等との連携により、各法人の社会貢献活動の充実と
推進協議会の各事業の安定を目指す。

〇 研修・会議や外部研修助成金による担当者のスキルアップ

推進協議会内外の研修・会議への参加によって、スキルアップを図り、
各事業に活かす。

〇 関係機関との連携

必要な方に円滑に支援が行えるよう、市町村訪問等により連携強化を
図る。

各事業の充実による公益的な取り組みの活性化



埼玉県社会福祉法人社会貢献活動
推進協議会ホームページ

https://safety.fukushi-saitama.or.jp/

ありがとうございました。
ホームページにも情報を掲載しております。


